
創刊号 伯耆町議会だより

（21）

■　

今
度
行
わ
れ
る
町
議

会
議
員
選
挙
で
は
旧
町
の
候

補
者
は
解
っ
て
も
新
町
の
候

補
者
全
員
が
解
ら
な
い
と
い

う
有
権
者
が
殆
ど
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
選
挙
公
報
の
発

行
と
と
も
に
伯
耆
町
テ
レ
ビ

と
中
海
テ
レ
ビ
で
政
見
放
送

を
実
施
し
て
有
権
者
に
各
候

補
の
人
と
、
な
り
を
理
解
し

て
も
ら
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

□　

選
管
事
務
局
長　

こ

の
度
の
町
議
会
議
員
選
挙
で

は
選
挙
公
報
の
発
行
な
ら
び

に
政
見
放
送
は
行
わ
な
い
。

町
議
選
で
は
選
挙
公
報
の
発

行
は
法
的
な
義
務
は
な
い
。

今
後
、
選
管
で
十
分
議
論
し

た
い
。
公
報
の
発
行
に
は
条

例
の
整
備
を
伴
う
が
、
条
例

制
定
を
し
て
い
な
い
。
町
議

選
は
五
日
間
と
短
い
た
め
候

補
者
か
ら
の
原
稿
提
出
、
印

刷
か
ら
配
布
ま
で
の
手
順
確

立
の
必
要
が
あ
る
。
直
前
に

迫
っ
た
選
挙
で
拙
速
な
取
組

み
を
行
い
混
乱
を
招
く
よ
う

な
こ
と
は
し
た
く
な
い
。

■　

公
的
な
機
関
で
行
わ

れ
た
統
一
地
方
選
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
候
補
者
を

選
定
す
る
の
に
選
挙
公
報
が

非
常
に
役
立
っ
た
と
結
果
が

で
て
い
る
。
今
か
ら
条
例
制

定
し
て
で
も
実
施
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

□　

選
管
事
務
局
長　

選

挙
は
ミ
ス
が
い
っ
さ
い
許
さ

れ
な
い
。
今
か
ら
条
例
制
定

を
し
て
で
も
や
れ
と
言
わ
れ

る
が
今
回
は
見
送
り
た
い
。

■　

写
真
美
術
館
、
鬼
の

里
テ
レ
ビ
、
循
環
バ
ス
に
つ

い
て
町
民
の
意
見
を
聞
き
、

そ
れ
を
活
か
し
て
こ
そ
地
方

自
治
の
本
領
で
は
な
い
か
。

□　

町
長　

意
見
を
聞
き

活
か
す
の
は
私
の
基
本
姿
勢

で
あ
る
。

幅
田
千
富
美

■　

地
震
で
復
旧
し
た
溝

口
分
庁
舎
は
ガ
ラ
ガ
ラ
で
半

分
は
あ
い
て
い
る
。
町
民
要

望
に
基
づ
い
て
有
効
活
用
を
。

□　

町
長　

利
用
率
は
五

二
％
で
あ
り
、
有
効
活
用
を

検
討
し
た
い
。

■　

①
安
全
・
安
定
の
飲

料
水
確
保
は
町
の
責
務
。
今

だ
未
普
及
地
域
が
残
さ
れ
、

石
綿
管
、
大
改
修
等
す
べ
て

公
表
し
、
全
体
計
画
示
す
べ

き
。

②
今
議
会
に
条
例
提
案
あ
る

が
未
普
及
、
未
改
善
地
域
の

料
金
徴
収
は
。

③
既
設
水
道
毎
に
歴
史
と
経

緯
が
違
う
一
元
化
す
る
に
、

住
民
合
意
形
成
の
た
め
に
は

料
金
す
え
置
き
、
買
上
げ
等

工
夫
が
必
要
。

□　

町
長　

①
昨
年
十
二

月
県
の
事
業
認
可
受
け
、
大

滝
、宮
原
地
内
に
水
質
良
好
・

豊
富
な
水
源
を
求
め
た
の
で

事
業
統
合
を
推
進
し
、
緊
急

度
の
高
い
所
か
ら
着
手
。

②
事
業
整
備
終
わ
る
後
料
金

徴
収
。

③
十
分
説
明
し
、
協
力
得
な

が
ら
事
業
実
施
す
る
。

■　

地
域
経
済
は
長
期
不

況
と
台
風
被
害
の
も
と
深
刻

だ
が
そ
の
実
態
把
握
と
支
援

は
。

□　

町
長　

地
域
経
済
、

中
小
企
業
の
景
況
感
は
厳
し

く
、
台
風
被
害
も
大
き
い
。

融
資
、
農
業
共
済
、
災
害
施

設
復
旧
で
対
応
。

■　

二
部
小
、
溝
口
中
学

校
全
面
改
修
は
。

□　

町
長　

五
年
以
内
に
。

伯耆町役場

改修がまたれる二部小学校
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